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【同封物のご案内】 
 

 今月号は 

 以下の資料を同封しています。 

 

・『ジェネリック医薬品で 

  医療費を減らしましょう！』 

   

４３８号 目次 

 ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬の特許期間が切れた後に、新薬と同じ有効成分を使用

し、効き目・安全性が新薬と同等であることを国が厳しく審査し、承認された医薬品です。先発品に比べ

て大変安価となっています。ジェネリック医薬品を利用して、お薬代の負担を減らしてみませんか。 

 
ジェネリック医薬品って、どのくらい安いの？ 
 

 ジェネリック医薬品は新薬に比べ３割以上、中には５割以上安くなるものもあります。これは新薬に比べ研

究開発費を大幅に抑えられるためです。慢性疾患などで継続して薬を服用する場合には、特に薬代の軽減効果

が大きくなります。 

 

★新薬をジェネリック医薬品に変更しても、薬代の差額が少ない場合や、薬代のほかに技術料や管理  

 料が加わることにより、実際の窓口での自己負担金はあまり変わらないこともあります。 

★ジェネリック医薬品が存在しないなど、ジェネリック医薬品に変更できない場合もあります。 

 
 

ジェネリック医薬品のほうがすぐれている点もあるの？ 
 

 後発だからこそできる細かい工夫もあります。すでに有効性や安全性が確認されたのちに製造するため、飲

みにくい形状や大きさを変えたり、苦みなどを抑える工夫をほどこすことができます。 

 

ジェネリック医薬品を使用するメリットは？ 
 

 自己負担分の薬代が安くなることはもちろん、医療費を節減することで医療保険財政の悪化や、それに伴う

健康保険料の上昇を抑えることができます。   
                                                              

  

 ジェネリック医薬品に関するリーフレットを同封いたしました。ジェネリック

医薬品についての詳細は、リーフレットにてご確認ください。 

 また、リーフレットは「ジェネリック医薬品希望カード」付きとなっており 

ます。どうぞ、切り取ってご活用ください。 
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 セルフメディケーション税制について 

 市販薬の購入にあたっては、医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）を受けることができます。

対象の市販薬を12,000円以上購入した場合、確定申告をすることによって減税が受けられる制度です。  

 但し、セルフメディケーション税制と医療費控除は同時に利用することができません。セルフメディケー

ション税制は市販薬の購入が多かった方向けの制度ですので、医療機関を多く利用した方は従来の医療費控除

もご検討ください。 
 

対象となる市販薬 

 対象となるのは、主に医療用から転用された医薬品です。対象市販薬のパッケージには識別マークが記載さ

れています。レシートにも、各店舗が定めた任意の目印が表示され、セルフメディケーション税制対象薬品で

ある旨のコメントが印字されています。 
 

申告に必要なものは                   

①対象となる医薬品を購入した際のレシートまたは領収書        

 ・平成31年1月1日～令和元年12月31日分 

 ・合計12,000円以上 
 

②以下のいずれかを受けた際の結果通知表または領収書 

 特定健診、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診 

 ＊これら検査を受診されていない方は、セルフメディケーション税制を受けることができません。 

  

【参考】セルフメディケーション税制についての詳細 

 ⇒ 国税庁のサイトを参照ください。 

   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm 
 

【参考】対象となる医薬品等についての詳細 

 ⇒  厚生労働省のサイトを参照ください。 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html 

医療費控除とは、その年の1月1日～12月31日までの間に支払った医療費が１０万円を超えた額を確定

申告することで、最高２００万円まで所得控除が受けられる制度です。これにより、払いすぎていた所得

税が還付されたり、翌年の住民税が減額されます。医療費は本人の分だけでなく、生計を共にする配偶者

や親族の医療費も合算して申告することができます。 

申告者本人が様式に沿って作成した「医療費控除の明細書」もしくは健康保険組合が発行する「医療費

通知（当健保での名称は『年間医療費のお知らせ』）」の原本を添付して申告することが必要です。領収

書は、税務署からの提示を求められたときのため、手元に５年間は保管しておく必要があります。 
 

★令和元年分（平成31年1月1日～令和元年12月31日分）までは、領収書の添付でも申告できます。 
 

詳細は、国税庁のサイトを参照ください。 

⇒ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 
 

 

医療費通知には、健康保険の請求事務の都合上、直近１～２ヶ月分の内容は反映されません。反映され

ない部分につきましては、「医療費控除の明細書」を作成し領収書を保管しておく必要があります。交通

費など医療費通知に記載されないものも同様となります。 
    

★医療費控除申告のため、平成３１年１月～令和元年１１月分の医療費総額が掲載された「医療費通知 

 (年間医療費のお知らせ）」の発行をご希望の方は、健康保険組合までご連絡ください。 

 医療費控除について 



 接骨院・整骨院の利用について 

１ 健康保険の利用範囲 

【使用が認められる場合】 

外傷性が明らかな負傷 

○ ねん挫・打撲・肉離れ 

○ 医師指示による 骨折・ひび・脱臼手当 

    (応急処置は医師同意不要） 

【使用が認められない場合】 
 

× 医師同意のない骨折・脱臼の施術 

× 日常生活による筋肉疲労・肩こり 

× スポーツによる筋肉疲労 

× 神経痛・リウマチ・五十肩などによる痛み 

× 医療機関で治療中のもの 

× 後遺症などの慢性疾患 

× 仕事中や通勤途上の負傷 

２ 治療を受けるときのチェックポイント 

□ 署名するとき、療養費支給申請書の内容を確認しましたか？ 

   内容を良く確認し、申請書に署名または捺印。氏名・住所・郵便番号・電話番号を忘れず記入。 

□ 受診日や治療内容をメモしておきましょう。 

   治療を受けた部分、支払った額などをメモしておく。 

□ 領収証を受け取りましたか？ 

   領収証は無料発行（明細書発行は有料の場合あり）。受診日ごとに領収証をもらって保管。 

□ 「医療費のお知らせ」と領収証の内容を照合しましょう。 

   健康保険組合から発行される「医療費のお知らせ」に記載の内容と領収証を照合。 

   （いつ？誰が？どこで？何月？何回？いくら？） 
 

厚生労働省より、柔道整復師の施術の療養費の適正化について、全国的に請求審査の強化が求められています。 

不正請求等を防ぐため、被保険者の皆様に治療内容や受診の原因などを照会させていただく場合があります。 

照会文書がお手元に届きました場合には、速やかにご回答を返送ください。 

皆様の健康保険料を適正に使用するため、適切な受診にご理解・ご協力をお願いいたします。 
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 「医療費のお知らせ」について 

健康保険組合では、健康保険制度をよりご理解いただくため、１件につき１ヶ月の医療費総額が10,000円以上か

かったものについて、３ヶ月ごとに「医療費のお知らせ」を作成し、被保険者の方にお送りしています。 

「医療費のお知らせ」や医療機関からの領収書には、かかった医療費の総額と医療機関窓口で支払った自己負担

額が記載されています。医療費のうち、自己負担額以外は、全て健康保険組合から医療機関に支払われています。 

健康保険組合では、皆様からお支払いいただく健康保険料をこうした医療費の支払いに充てています。皆様から

の健康保険料を適正に使用するためにも、医療費のチェックをお願いいたします。万が一、差異がありました場合

には、健康保険組合にご相談ください。 
 

＜医療費チェック＞ 

●医療機関から受領の領収書と「医療費のお知らせ」の支払い額を照合 

●受診月、受診日数を確認 
 

尚、医療費控除に使用できるのは本誌２ページに掲載の「医療費通知（年間医療費のお知らせ）」になります。 

 接骨院・整骨院の利用には、病院等の治療と同じように健康保険がきくわけではありません。保険がきか

ない施術を受けた場合は全額自己負担となります。利用の際には、以下のポイントにご注意ください。 
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健保からのお知らせ・サービスのご案内等は

「おげんきですか」でご案内します。 

どうぞ毎号ご家族皆様でご覧ください。 

次号は令和2年4月1日発行予定です。 

 事務局からのおしらせ 

【令和元年度の各種補助金・健康表彰の受領期限：令和２年３月末日】 

◎契約保養所利用補助金、婦人科検診・脳ドックの補助金は、申請書類をご提出いただいた翌日以降、 

    随時健康保険組合窓口で補助金を受け取ることができます。（学内便で提出された方も同様です。） 

    受領の際、領収書への押印が必要となりますので、申請後、まだ補助金の 

    受取りを済ませていない方は、保険証と認印（シャチハタ可）をご持参の 

    うえ、健康保険組合窓口までお越しください。 

    ３月末日までに受け取りにお越しにならない場合は、申請は無効となって 

    しまいますのでご注意ください。 

◎今年度春に健康表彰記念品のご案内を受け取っている方は、ご案内の通知 

  と保険証、認印（シャチハタ可）をご持参のうえ、３月末までに健康保険 

    組合窓口まで受取りにお越しください。 
 

※池袋キャンパスに来ることが難しい方は、お早めに健保までご連絡ください。 

【進学・就職などによる異動の届出】 
 ３月～４月にかけて、就職・退職などにより、扶養に関係するご家族の異動が多くなる時期です。 

立教学院健康保険組合では、各校の人事担当者経由で被扶養者の異動情報を確認し、異動の手続き・保険

証の新規発行などを実施しております。以下のようなことがありましたら各校人事への届出が必要です。

手続きが必要かどうかわからない場合は、健康保険組合にお問い合わせください。 

  

 ●お子さんが就職して、就職先の健康保険組合の被保険者となったとき。 

 ●父母の公的年金額等が被扶養者の収入の範囲を超えたとき。 

 ●結婚などにより、配偶者の扶養に入るとき。配偶者を扶養に入れるとき。 

 ●被扶養者の方がパート勤務等で働き、被扶養者の範囲を超える収入のとき。 

【春季開室時間変更のお知らせ】 
 立教学院の定めるところにより、下記の日程は窓口対応時間が変更となりますので、来室の際はご留

意ください。 
 

＜春季開室時間変更＞ 

 ３月2６日（木）～３月３０日（月） 9時～16時30分      
 

＊参考 平常の窓口対応時間 

月曜～金曜：9時～17時（土曜・日曜・祝祭日は閉室） 
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